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1. 授業の概要（ねらい）
　中学校社会科公民的分野及び高等学校公民科においては、成年年齢の引き下げ等も見据えて、将来、生徒が自立し
た主体として社会に参画できるようにするための資質・能力の育成が求められている。そこで、具体的な事例に基づきなが
ら、中学校社会科や高等学校の公民科の教員として必要な契約に関する私法上の規定を理解するとともに、自由や責任、
権利や義務などについて考察を深めることをねらいとする。

2. 授業の到達目標
○　中学校社会科や高等学校公民科における私法分野の指導内容を理解し、自ら指導を行うことができるようにするた
めの基本的な知識や考え方を習得する。
○　契約に関する私法上の規定を理解し、関係法令など必要な情報収集を自ら行うことができる。
○　契約に当たってのトラブルへの対応方法の基本を理解し、実生活等に活用できる。

3. 成績評価の方法および基準
○　毎回の授業で求める課題や演習への取組等の平常点　50％
○　レポート課題　　　　　　20％
○　試験　　　　　　　　　　30％

4. 教科書・参考文献
教科書
授業内容に応じて指示する。
参考文献
佐伯仁志、大村敦志　「ポケット六法」　有斐閣
法教育推進協議会　「未来を切り拓く法教育」　法務省
潮見佳男、中田邦博、松岡久和　「18歳からはじめる民法」　法律文化社

5. 準備学修の内容
○　授業で使用する資料は、事前にLMSに掲載するので、プリントアウト等により、授業中確認できるようにしておくこと。
○　授業では、民法を中心に、消費者契約法、特定商取引法なども参照するため、参考文献にあげた「ポケット六法」を用
意したりスマートフォンやパソコン等で検索したりして、関係法令の条文に当たることができるようにしておくこと。
○　授業で使用する資料に、事例演習の課題がある場合には、自らの見解をまとめた上で授業に参加すること。

6. その他履修上の注意事項
○　社会科、公民科の教員を志すことを前提に授業を行うので、授業に臨むマナーやルール、授業態度などは、授業を受
ける前提として厳しく問う。
○　受講開始時点では民法に関する知識の有無は問わない。可能な限り授業では演習や協議を行うため、積極的に授
業に参画することを求める。
○　安全かつ円滑に演習や協議を行えるようにするために、名簿確定段階で座席を指定する。

7. 授業内容
【第１回】 オリエンテーション（LMSによるオンデマンド形式）

○　シラバスの確認
○　成年年齢の引き下げの趣旨や課題
○　中学校や高等学校における「契約」に関する学習内容
○　法教育について

【第２回】 ルールの意義
○　事例演習を通してルールの意義を考える
○　我が国の法体系
○　民法の構成及び基本原理

【第３回】 契約の基本的な考え方
○　事例演習を通して契約の基本的な考え方を理解する

【第４回】 私法と契約（1）
○　事例を通して民法の基本的な考え方を理解する
　・賠償責任

【第５回】 私法と契約（2）
○　事例を通して民法の基本的な考え方を理解する
　・名誉毀損

【第６回】 私法と契約（3）
○　事例を通して民法の基本的な考え方を理解する
　・売買契約

【第７回】 私法と契約（4）
○　事例を通して民法の基本的な考え方を理解する
　・諾成契約

【第８回】 私法と契約（5）
○　事例を通して民法の基本的な考え方を理解する
　・委任

【第９回】 私法と契約（6）
○　事例を通して民法の基本的な考え方を理解する
　・通信販売

【第10回】 私法と契約（7）
○　事例を通して民法の基本的な考え方を理解する
　・占有



【第11回】 私法と契約（8）
○　事例を通して民法の基本的な考え方を理解する
　・金銭貸借契約

【第12回】 私法と契約（9）
○　事例を通して民法の基本的な考え方を理解する
　・クレジット契約

【第13回】 契約をめぐる時事問題（1）
【第14回】 契約をめぐる時事問題（2）（LMSによるオンデマンド形式）
【第15回】 学修のまとめと試験


